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令和  年  月  日 
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（名 称） 

（代表者氏名）殿 

 

    国税局長         

 

 

酒類の公正な取引に関する基準の遵守について(命令) 

 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第 91条《質問検査権》に基づき、あなた（貴社）

の酒類の取引状況について調査したところ、同法第 86条の３第１項の規定により定められた酒

類の公正な取引に関する基準を遵守していないため、同法第 86条の３第４項の規定により酒類

の公正な取引の基準を遵守すべき旨を指示しましたが、これに従わず、また、下記のとおり、同

法第 86条の４に規定された、酒税の円滑かつ適正な転嫁が阻害され、又は阻害されるおそれが

あると認めることから、適切な改善策を講じた上で、同法第 86条の４の規定に基づき、令和 年 

月 日までに報告することを命令します。 

なお、命令に従わない場合には、同法第 98条第２号の規定に基づき罰金の刑に処せられるほ

か、酒税法（昭和 28 年法律第６号）       の「酒類業組合法第 84 条     （酒

税保全のための勧告又は命令）又は第 86条の４（公正な取引の基準に関する命令）の規定によ

る命令に違反した場合」に該当し、同条の規定により、酒類の       を取り消すこと

があります。 

 

記 

 

１ 調査対象期間  平成・令和   年  月  日 ～ 平成・令和   年  月  日 

２ 内    容  別紙のとおり 

 

 

 

この文書による行政処分の責任者は、       国税局長です。 

 

 

 

 

第 12条第６号 
第 14条第４号 

第２項 
第３項 

製造免許 
販売業免許 

（照会先）     国税局      

（電話：              ） 


